
 

山梨県立図書館の指定管理者の候補者について 

 

 山梨県立図書館の指定管理者の候補者については、山梨県立図書館指定管理者選定委員

会における審査結果を踏まえ、次のとおり選定しました。 

 なお、指定管理者の指定については、本年度２月県議会の議決を経た後に行います。 

 

 

１公の施設の名称 

 

山梨県立図書館 

 

 

２指定の期間 

 

令和３年４月１日～令和７年３月３１日 

 

 

３応募団体 

 

きらっとやまなし共同事業体 

 

 

４指定管理者の候補

者 

 

名称：きらっとやまなし共同事業体 

住所：甲府市貢川１丁目４番２７号 

 

 

５候補者の選定理由 

 

（１）選定理由・講評等 

 

候補者（きらっとやまなし共同事業体）の提案は、賑わいの

創出や幅広い利用者ニーズへの対応など、教育委員会が示した

管理運営業務の方針及び基準に合致するものと認められる。 

また、利用者の増加を図るための具体的手法が示されてお

り、実現の可能性が高いと見込まれる。 

現在の指定管理期間における運営実績に基づき、安定した運

営が可能な職員体制及び経理的基盤を有しているとともに、安

心・安全な施設管理に期待が持てることから、本施設の指定管

理者の候補者として選定することとした。 

なお、今後はより多様な自主企画事業の提案及び費用対効果

の向上に取り組まれるとともに、サービスのデジタル化におけ

る公平性の確保に、一層努められたい。  

 

 

（２）選定基準及び採点結果は別紙のとおり 

 

 



 

６指定管理者選定委

員会の概要 

 

（１）委員会の構成 

 

   委員長：山梨学院大学法学部教授      永井 健夫 

 

 

   委 員：（公財）山梨総合研究所 調査研究部長 

佐藤 文昭 

 

   委 員：萩原公認会計士・税理士事務所 所長 

萩原 勝 

 

   委 員：都留文科大学准教授        日向 良和 

 

 

   委 員：（株）サン・グローバル総合研究所 

代表取締役 藤田 泰一 

 

 

 

（２）審査日時 

 

   第１回：令和２年６月１２日 

    概 要 募集要項、審査基準の検討等 

 

   第２回：令和２年９月１７日 

    概 要 応募団体ヒアリング、企画提案審査 

 

   第３回：令和２年９月２４日 

    概 要 指定管理者の候補者の選定及び選定結果報告 

書の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○採点結果 

選定基準 審査項目 配点 
きらっとやまなし 

共同事業体 

１ 施設の管理運営の方針

等の総合的な事項 

施設運営の実施方針 ５ ４．０ 

収支計画の内容、的確性及び実

現の可能性 
５ ３．０ 

２ 事業計画の内容が施設

の効用を最大限に発揮で

きるものであること 

利用者の増加を図るための具体

的手法及び期待される効果 
１０ ６．５ 

サービスの向上を図るための具

体的手法及び期待される効果  
１０ ６．０ 

３ 事業計画の内容が、施

設の適正かつ効率的な維

持管理を図ることができ

るものであること 

施設の維持管理の内容、的確性

及び実現の可能性 
５ ３．５ 

施設の維持管理の効率性 ５ ４．０ 

４ 県民の平等な利用を確

保することができるもの

であること 

平等な利用を図るための具体的

手法及び期待される効果  
５ ３．０ 

５ 事業計画に沿った管理

を安定して行うために必

要な人的能力及び経理的

基盤を有すること 

安定的な運営が可能となる人的

能力 
５ ４．０ 

安定的な運営が可能となる経理

的基盤 
５ ３．８ 

６ 自主企画事業の実施 
自主企画事業の考え方、具体的

手法及び期待される効果 
１０ ７．０ 

７ 施設の管理運営に係る

経費 

提案価格 ３０ ３０．０ 

利用料金の納付率 ５ １．０ 

合     計 １００ ７５．８ 

○提案価格〔４か年〕 

きらっとやまなし共同事業体 ３２１，９８８千円 

（参考：４か年の平均 ８０，４９７千円） 

 

※ 選定委員会の審査結果の詳細については、山梨県情報公開条例（平成１１年山梨県条

例第５４号）に基づき、行政文書の開示請求を行うことができます。 


